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政 委 第 1 9 号 

平成 17 年 11 月 14 日 

 

 

内閣府独立行政法人評価委員会 

   委 員 長  大 森  彌  殿 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

委 員 長  丹 羽  宇 一 郎 

 

 

平成16年度における内閣府所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果等についての意見について 

 

 

当委員会は、平成17年８月30日付けをもって貴委員会から通知のあった

「内閣府所管「独立行政法人国民生活センター」の平成 16 事業年度におけ

る業務の実績に関する評価結果について（通知）」、「内閣府所管「独立行政

法人北方領土問題対策協会」の平成 16 年度における業務の実績に関する評

価結果について」等に関して、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、

よろしくお取り計らい願います。 

 

独立行政法人が設立されて以来、今回で４回目の年度評価となりますが、

昨年からは、特殊法人等改革の一環として、平成15年10月以降に設立され

た独立行政法人についても評価の対象とされたところです。これらの法人に

ついては、定期的な評価等を通じ、従前、特殊法人等として抱えていた問題

点等を克服することが要請されており、独立行政法人評価の役割が一層重要

となっております。 

当委員会としては、貴委員会から通知された評価結果について、政府全体

の評価の厳格性、信頼性が確保されるよう、「平成13年度における独立行政



法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（14 年 12 月

26日政策評価・独立行政法人評価委員会、以下「２次意見」という。）、特殊

法人等から移行した独立行政法人を念頭に置きつつ、その後策定した「評価

における関心事項」（16年６月30日政策評価・独立行政法人評価委員会独立

行政法人評価分科会）及び「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評

価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関係）」

（17年７月11日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会。以下「財務評価等の関心事項」という。）を踏まえ、また、先の各府省

独立行政法人評価委員会委員長との懇談会（以下「委員長懇談会」という。）

における意見等も考慮し、中期的観点をも踏まえた業務の在り方の検討に資

する指摘、効果的・効率的な法人業務運営の観点からの主要な事項に係る指

摘等に重点を置いて、二次的、横断的な評価を行い、必要な意見を取りまと

めました。本意見について、その具体化が着実に図られることを要望します。 

今後、貴委員会におかれては、独立行政法人評価に対する国民の期待に応

えられるよう、その厳格性・信頼性の向上に向けて、当委員会が示した「２

次意見」、「評価における関心事項」や「財務評価等の関心事項」の活用、貴

委員会の評価結果及びそれに対する当委員会の意見についてのフォローア

ップを適切に行うとともに、中期目標期間終了時の見直しを視野に入れた評

価が行われることを要望します。 

 また、平成17年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、

主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたと

ころでありますが、今後はこれらに加えて、年度評価の「所管法人共通」の

意見も踏まえた評価が行われるようお願いいたします。 

なお、今回、上記の委員長懇談会での意見等も踏まえ、各府省評価委員会

において参考となる一次評価の手法等についても積極的に取り上げること

とし、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委員会及び積極的な取組姿勢が

顕著な独立行政法人の例についても御参考まで通知することとしました。各

府省独立行政法人評価委員会及び各独立行政法人におかれては、評価の実施

や業務の運営等に当たり、これらも参考の上、幅広い御検討が行われること

を要望します。 



別紙 

平成16年度における内閣府所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見 

 

 

【独立行政法人北方領土問題対策協会】 

以下の点を踏まえつつ、内閣府独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期

計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図って

いく必要がある。 

  

・ 貸付業務におけるリスク管理債権については、貸付業務が公的資金により運営され

ていること及び破綻先債権額が増加してきている状況があることを踏まえ、その管理、

回収にあたっては、法人が具体的な指標等を設定し、それに基づき着実に実施してい

るかとの観点から、的確な評価を行うべきである。 

 

  

【所管法人共通】 

・ 平成18年度末で中期目標期間が終了する特定独立行政法人については、「中期目標

期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」（平成15年８

月１日閣議決定）を踏まえ、中期目標期間の終了時の検討を視野に入れ、業務の実施

状況を分析し、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行についてどのように取

り扱われるべきかが明確になるような評価を行うべきである。 

 

・ 「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」に関する事項において、ⅰ）業務運

営の効率化に関する目標数値の達成状況について財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価が行われていない法人、ⅱ）中期目標等の主要

な業務ごとの財務状況を把握した上での評価が行われていない法人がみられた。これ

らの法人について、業務運営の効率化の達成状況を財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価、主要な業務ごとの財務状況を附属明細書のセ

グメント情報等で明らかにした上での評価を行うべきである。 

  



 

・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平成17年６月21日閣議決定）

において、独立行政法人を含む公的部門全体の人件費を抑制することとし、こうした

取組を通じ、当該法人に対する運営費交付金等を見直すこととされ、現在、各方面で

議論が行われているが、今後の議論の動向も踏まえて、必要な評価を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



中期目標期間における業務の実績に関する評価の結果 

についての意見 

 

 

【独立行政法人国立公文書館】 

 本法人については、「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性

について」（平成16年12月10日付け政委第28号政策評価・独立行政法人評価委員会委

員長通知。以下「勧告の方向性」という。）において、その組織及び業務の全般にわたる

見直しにつき、それぞれに係る中期目標の達成状況をも判定する観点から併せて検討を

行った上で取りまとめたものであることから、独立行政法人通則法第34条第３項（平成

11年法律第103号）に基づく所要の意見については、勧告の方向性を通じて指摘したも

のである。 

なお、勧告の方向性を踏まえて策定された新中期目標等に沿った業務の質の向上及び

効率化が、的確な業務の進捗と併せて推進されるよう、貴委員会においては、毎年度の

厳格かつ的確な評価に努められたい。 

  

  



政 委 第 1 9 号 

平成 17 年 11 月 14 日 

 

 

総務省独立行政法人評価委員会 

   委 員 長  熊 谷  信 昭  殿 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

委 員 長  丹 羽  宇 一 郎 

 

 

平成16年度における総務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見について 

 

 

当委員会は、平成17年８月31日付けをもって貴委員会から通知のあった

「総務省所管独立行政法人（平和祈念事業特別基金、情報通信研究機構、統

計センター及び消防研究所）の平成 16 年度業務実績評価の結果の通知につ

いて」に関して、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、よろしくお取

り計らい願います。 

 

独立行政法人が設立されて以来、今回で４回目の年度評価となりますが、

昨年からは、特殊法人等改革の一環として、平成15年10月以降に設立され

た独立行政法人についても評価の対象とされたところです。これらの法人に

ついては、定期的な評価等を通じ、従前、特殊法人等として抱えていた問題

点等を克服することが要請されており、独立行政法人評価の役割が一層重要

となっております。 

当委員会としては、貴委員会から通知された評価結果について、政府全体

の評価の厳格性、信頼性が確保されるよう、「平成13年度における独立行政

法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（14 年 12 月



26日政策評価・独立行政法人評価委員会、以下「２次意見」という。）、特殊

法人等から移行した独立行政法人を念頭に置きつつ、その後策定した「評価

における関心事項」（16年６月30日政策評価・独立行政法人評価委員会独立

行政法人評価分科会）及び「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評

価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関係）」

（17年７月11日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会。以下「財務評価等の関心事項」という。）を踏まえ、また、先の各府省

独立行政法人評価委員会委員長との懇談会（以下「委員長懇談会」という。）

における意見等も考慮し、中期的観点をも踏まえた業務の在り方の検討に資

する指摘、効果的・効率的な法人業務運営の観点からの主要な事項に係る指

摘等に重点を置いて、二次的、横断的な評価を行い、必要な意見を取りまと

めました。本意見について、その具体化が着実に図られることを要望します。 

今後、貴委員会におかれては、独立行政法人評価に対する国民の期待に応

えられるよう、その厳格性・信頼性の向上に向けて、当委員会が示した「２

次意見」、「評価における関心事項」や「財務評価等の関心事項」の活用、貴

委員会の評価結果及びそれに対する当委員会の意見についてのフォローア

ップを適切に行うとともに、中期目標期間終了時の見直しを視野に入れた評

価が行われることを要望します。 

 また、平成17年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、

主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたと

ころでありますが、今後はこれらに加えて、年度評価の「所管法人共通」の

意見も踏まえた評価が行われるようお願いいたします。 

なお、今回、上記の委員長懇談会での意見等も踏まえ、各府省評価委員会

において参考となる一次評価の手法等についても積極的に取り上げること

とし、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委員会及び積極的な取組姿勢が

顕著な独立行政法人の例についても御参考まで通知することとしました。各

府省独立行政法人評価委員会及び各独立行政法人におかれては、評価の実施

や業務の運営等に当たり、これらも参考の上、幅広い御検討が行われること

を要望します。 



別紙 

平成16年度における総務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見 

 

 

【独立行政法人統計センター】 

  以下の点を踏まえつつ、総務省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期

計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図って

いく必要がある。 

 

・ 製表業務について、毎年度、類似の内容が継続しているものなど、定量的な目標の

設定が可能なものについては、目標・計画等にそれを明記した上で評価を行うべきで

ある。また、目標・計画等に定量的な目標をあらかじめ明記することが困難な業務に

ついても、客観的な評価に努めるとともに定量的な指標の設定に向けて取り組み、業

務の一層の効率的進捗を促すような評価の仕組みの構築に努めるべきである。 

 

・ 製表業務の一層の効率化の観点から、個別の統計調査に係る投入量が増加又は減少

している原因の把握・分析を踏まえ、他の統計調査においても、必要に応じてその結

果を活用するなど適切な対応策がとられているか否かについて評価できる仕組みを

設けて評価を行うべきである。 

 

・ 業務全体、特にプログラム作業及びシステム開発等の業務については、民間との費

用比較など市場による評価の観点も踏まえ、一層の効率化・低コスト化の取組が促さ

れるような評価を明確に行うべきである。 

 

 

【独立行政法人平和祈念事業特別基金】 

  総務省独立行政法人評価委員会の評価に資する一層の取組を促すとともに、その結果

が活用され、中期計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進

されるよう図っていく必要がある。 



 

 

【所管法人共通】 

・ 平成18年度末で中期目標期間が終了する特定独立行政法人については、「中期目標

期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」（平成15年８

月１日閣議決定）を踏まえ、中期目標期間の終了時の検討を視野に入れ、業務の実施

状況を分析し、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行についてどのように取

り扱われるべきかが明確になるような評価を行うべきである。 

 

・ 「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」に関する事項において、ⅰ）業務運

営の効率化に関する目標数値の達成状況について財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価が行われていない法人、ⅱ）中期目標等の主要

な業務ごとの財務状況を把握した上での評価が行われていない法人がみられた。これ

らの法人について、業務運営の効率化の達成状況を財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価、主要な業務ごとの財務状況を附属明細書のセ

グメント情報等で明らかにした上での評価を行うべきである。 

 

・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平成17年６月21日閣議決定）

において、独立行政法人を含む公的部門全体の人件費を抑制することとし、こうした

取組を通じ、当該法人に対する運営費交付金等を見直すこととされ、現在、各方面で

議論が行われているが、今後の議論の動向も踏まえて、必要な評価を行うべきである。 

  



政 委 第 1 9 号 

平成 17 年 11 月 14 日 

 

 

外務省独立行政法人評価委員会 

   委 員 長  南  直 哉  殿 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 

委 員 長  丹 羽  宇 一 郎 

 

 

平成16年度における外務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見について 

 

 

当委員会は、平成 17 年８月８日付けをもって貴委員会から通知のあった

「外務省所管の独立行政法人の平成 16 年度における業務実績の評価につい

て」に関して、別紙のとおり意見を取りまとめましたので、よろしくお取り

計らい願います。 

 

独立行政法人が設立されて以来、今回で４回目の年度評価となりますが、

昨年からは、特殊法人等改革の一環として、平成15年10月以降に設立され

た独立行政法人についても評価の対象とされたところです。これらの法人に

ついては、定期的な評価等を通じ、従前、特殊法人等として抱えていた問題

点等を克服することが要請されており、独立行政法人評価の役割が一層重要

となっております。 

当委員会としては、貴委員会から通知された評価結果について、政府全体

の評価の厳格性、信頼性が確保されるよう、「平成13年度における独立行政

法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（14 年 12 月

26日政策評価・独立行政法人評価委員会、以下「２次意見」という。）、特殊



法人等から移行した独立行政法人を念頭に置きつつ、その後策定した「評価

における関心事項」（16年６月30日政策評価・独立行政法人評価委員会独立

行政法人評価分科会）及び「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評

価における関心事項（「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」関係）」

（17年７月11日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科

会。以下「財務評価等の関心事項」という。）を踏まえ、また、先の各府省

独立行政法人評価委員会委員長との懇談会（以下「委員長懇談会」という。）

における意見等も考慮し、中期的観点をも踏まえた業務の在り方の検討に資

する指摘、効果的・効率的な法人業務運営の観点からの主要な事項に係る指

摘等に重点を置いて、二次的、横断的な評価を行い、必要な意見を取りまと

めました。本意見について、その具体化が着実に図られることを要望します。 

今後、貴委員会におかれては、独立行政法人評価に対する国民の期待に応

えられるよう、その厳格性・信頼性の向上に向けて、当委員会が示した「２

次意見」、「評価における関心事項」や「財務評価等の関心事項」の活用、貴

委員会の評価結果及びそれに対する当委員会の意見についてのフォローア

ップを適切に行うとともに、中期目標期間終了時の見直しを視野に入れた評

価が行われることを要望します。 

 また、平成17年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、

主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたと

ころでありますが、今後はこれらに加えて、年度評価の「所管法人共通」の

意見も踏まえた評価が行われるようお願いいたします。 

なお、今回、上記の委員長懇談会での意見等も踏まえ、各府省評価委員会

において参考となる一次評価の手法等についても積極的に取り上げること

とし、評価の取組が顕著な独立行政法人評価委員会及び積極的な取組姿勢が

顕著な独立行政法人の例についても御参考まで通知することとしました。各

府省独立行政法人評価委員会及び各独立行政法人におかれては、評価の実施

や業務の運営等に当たり、これらも参考の上、幅広い御検討が行われること

を要望します。 



別紙 

平成16年度における外務省所管独立行政法人の業務の実績 

に関する評価の結果についての意見 

 

 

【独立行政法人国際協力機構】 

 以下の点を踏まえつつ、外務省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期

計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図って

いく必要がある。 

 

・ 在外における「現場強化」について、その人員、費用が適切かどうかという面も含

めて総合的に評価を行うべきである。 

 

・ 外部委託に係る業務について、単なる実施状況の把握にとどまらず、可能な限り人

件費等を含む形での当該業務の全体の効率化や質の向上の具体的な達成状況及び契約

状況にまで踏み込んで評価を行うべきである。また、関連公益法人等への業務委託の

内容や金額等についての評価を行うべきである。 

 

・ 固定的経費について、その定義を明らかにするとともに、財務諸表の数値との関係

を明らかにした上で評価を行うべきである。 

 

・ 本部における地域５部・課題５部の新組織体制による事業の総合的運用について、

その具体的な効果の発現状況を把握して評価を行うべきである。 

 

・ 機構の資産の約１割を占める開発投融資等の廃止業務について、廃止に向けた具体

的なスケジュールに基づく進捗状況等についての評価を行うべきである。 

 

・ 56海外事務所各々について、セグメント情報を明らかにした上で、その展開の在り

方を評価する観点から、具体的な業務実績等について評価を行うべきである。 

 



 

【独立行政法人国際交流基金】 

 以下の点を踏まえつつ、外務省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期

計画等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図って

いく必要がある。 

 

・ 事業部門の整理統合等の機構改革について、法人のマネジメントの観点から効率化

の成果を把握した上で評価を行うべきである。 

 

・ 事業の「選択と集中」に基づく具体的な見直しの成果を人員、費用の観点から把握

した上で評価を行うべきである。 

 

・ 例えば、海外における日本語教育や学習支援に係る独立行政法人国立国語研究所等

との連携を始めとして事業の実施において、どのような役割分担関係に基づいて連携

を行ったのかという点を明確な評価軸とし、また、法人の任務に沿った資源配分等を

も踏まえ、連携の効果についても明らかになるような評価を行うべきである。 

 

・ 19海外事務所各々について、セグメント情報を明らかにした上で、その展開の在り

方を評価する観点から、具体的な業務実績等について評価を行うべきである。 

 

 

【所管法人共通】 

・ 平成18年度末で中期目標期間が終了する特定独立行政法人については、「中期目標

期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しについて」（平成15年８

月１日閣議決定）を踏まえ、中期目標期間の終了時の検討を視野に入れ、業務の実施

状況を分析し、特定独立行政法人以外の独立行政法人への移行についてどのように取

り扱われるべきかが明確になるような評価を行うべきである。 

 

・ 「財務内容の改善」及び「業務運営の効率化」に関する事項において、ⅰ）業務運

営の効率化に関する目標数値の達成状況について財務諸表等の勘定科目等との関係



や費用全体の削減状況を踏まえた評価が行われていない法人、ⅱ）中期目標等の主要

な業務ごとの財務状況を把握した上での評価が行われていない法人がみられた。これ

らの法人について、業務運営の効率化の達成状況を財務諸表等の勘定科目等との関係

や費用全体の削減状況を踏まえた評価、主要な業務ごとの財務状況を附属明細書のセ

グメント情報等で明らかにした上での評価を行うべきである。 

 

・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」（平成17年６月21日閣議決定）

において、独立行政法人を含む公的部門全体の人件費を抑制することとし、こうした

取組を通じ、当該法人に対する運営費交付金等を見直すこととされ、現在、各方面で

議論が行われているが、今後の議論の動向も踏まえて、必要な評価を行うべきである。 
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